
平
成
二
十
六
年
二
月
十
三
日
提
出

質

問

第

三

四

号

原
発
の
再
稼
働
と
地
域
防
災
計
画
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

菅

�

人
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原
発
の
再
稼
働
と
地
域
防
災
計
画
に
関
す
る
質
問
主
意
書

安
倍
総
理
は
原
発
の
再
稼
働
に
関
し
、
本
年
一
月
二
十
四
日
の
衆
議
院
本
会
議
で
の
施
政
方
針
演
説
で
「
原
子
力
規
制
委
員

会
が
定
め
た
世
界
で
最
も
厳
し
い
水
準
の
安
全
規
制
を
満
た
さ
な
い
限
り
、
原
発
の
再
稼
働
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
述
べ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
安
倍
総
理
の
述
べ
た
「
安
全
規
制
」
と
は
具
体
的
に
何
を
示
す
の
か
明
確
で
な
い
。
「
原
子
炉
等
規
制

法
に
基
づ
く
原
子
力
発
電
所
の
技
術
的
な
面
で
の
安
全
の
規
制
基
準
」
と
「
原
子
力
災
害
対
策
指
針
が
�
�
キ
ロ
圏
の
自
治
体

に
策
定
を
義
務
付
け
た
原
発
事
故
発
生
時
の
住
民
の
避
難
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
地
域
防
災
計
画
に
お
け
る
安
全
確

保
」
と
は
性
格
が
異
な
る
。
総
理
は
両
方
の
「
安
全
」
に
関
し
て
原
子
力
規
制
委
員
会
が
判
断
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と

言
っ
て
い
る
の
か
。
こ
の
点
を
明
確
に
す
る
た
め
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

停
止
し
て
い
る
原
発
を
再
稼
働
さ
せ
る
場
合
、
原
子
力
規
制
委
員
会
は
平
成
二
十
四
年
に
改
正
さ
れ
た
原
子
炉
等
規
制
法

に
基
づ
き
、
新
規
制
基
準
に
適
合
す
る
と
き
に
の
み
再
稼
働
を
認
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
承
知
し
て
い
る
が
そ
れ
で
正
し

い
か
。

二

原
子
力
規
制
委
員
会
が
示
し
た
原
子
力
災
害
対
策
指
針
で
は
�
�
キ
ロ
圏
の
自
治
体
に
「
地
域
防
災
計
画
」
を
策
定
す
る

よ
う
に
義
務
付
け
て
い
る
。
新
規
制
基
準
に
は
原
発
事
故
な
ど
原
子
力
災
害
時
の
地
域
防
災
計
画
は
入
っ
て
い
る
の
か
。

一



三

新
規
制
基
準
に
地
域
防
災
計
画
が
入
っ
て
い
る
場
合
、
地
域
防
災
計
画
で
示
さ
れ
る
原
発
事
故
発
生
時
の
避
難
が
可
能
か

ど
う
か
に
つ
い
て
も
原
子
力
規
制
委
員
会
が
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
か
。

四

新
規
制
基
準
に
地
域
防
災
計
画
が
入
っ
て
い
な
い
場
合
、
地
域
防
災
計
画
で
示
さ
れ
る
原
発
事
故
発
生
時
の
避
難
が
可
能

か
ど
う
か
は
誰
が
判
断
す
る
の
か
。

五

地
域
防
災
計
画
を
策
定
す
る
�
�
キ
ロ
圏
の
自
治
体
が
福
島
原
発
事
故
の
よ
う
な
原
発
事
故
が
起
き
た
時
に
は
安
全
に
避

難
す
る
こ
と
は
困
難
と
判
断
し
た
時
に
は
再
稼
働
の
是
非
は
誰
が
判
断
す
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


